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１【提出理由】

2026年６月23日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

２【報告内容】

　(1）株主総会が開催された年月日

　　　2026年６月23日

  (2）当該決議事項の内容

     第１号議案　定款一部変更の件（事業目的）

事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事業目的の変更（第２条第(5)号の修正、

第(13)号の追加、第(21)号の削除、その他号数の変更）を行う。

　　 第２号議案  定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会）

場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款に第11条第２項を追加する。

     第３号議案　取締役10名選任の件

          　　　 取締役として、髙橋英丈、松﨑悟、入江修二（新任）、山田正啓（新任）、社外取締役として、

　　　　　　　　 渡辺博史、程近智、柳川範之、柚木真美、関美和、細川昭子（新任）を選任する。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 8,789,359 7,611 0 99.87% 可決

第２号議案 6,797,257 1,999,722 0 77.23% 可決

第３号議案

髙橋英丈 8,708,188 88,776 0 98.95% 可決

松﨑悟 8,757,020 39,942 0 99.50% 可決

入江修二 8,750,512 46,450 0 99.43% 可決

山田正啓 8,733,090 63,871 0 99.23% 可決

渡辺博史 8,737,060 57,400 2,505 99.27% 可決

程近智 8,713,404 76,677 6,882 99.01% 可決

柳川範之 8,730,333 66,633 0 99.20% 可決

柚木真美 8,735,776 61,189 0 99.26% 可決

関美和 8,766,063 30,902 0 99.60% 可決

細川昭子 8,766,206 30,759 0 99.61% 可決

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に決議の結果

（注）議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成が得られること。

・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成が得られること。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会

当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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